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＜写真・ビデオ・ＴＶカメラ等の撮影について＞

※写真・ビデオ・ＴＶカメラ等の撮影は点線で囲まれた（斜線）部分でお願いします。
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※この太線より前での撮影はご遠慮下さい。

厚生労働省席

撮影の際は点線で
囲まれた（斜線）部
分でお願いします。
当日はスクリーンが
ありますのでご留意
下さい。

撮影の際は点線で
囲まれた（斜線）部
分でお願いします。
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